
（別紙様式１）

　  　　 　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

公 共 工 事 の 名 称 、 場 所 、 期 間 及 び 種 別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法人番号
一般競争入札・指名競
争入札の別(総合評価の
実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年4月1日～令和5年3月31日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年4月20日～令和5年3月24日 横浜港湾空港技術調査事務所

測量・調査 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年6月22日～令和5年2月28日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４ 東京都世田谷区駒沢３-１５-１

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年6月29日～令和5年3月24日 横浜港湾空港技術調査事務所

測量・調査 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年9月12日～令和5年3月24日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年10月26日～令和5年3月24日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

令和4年度　東京湾浅場等環境実験施設環境調査
一般競争入札
（総合評価）

79.7%1010701012473

令和４年５月分該当無し

R4.9.12

復建調査設計株式会社　東京支社

令和５年１月分該当無し

復建調査設計株式会社　東京支社

令和４年７月分該当無し

4240001010433

令和4年度潮位観測データ解析・信
頼性確認検証業務いであ・海洋調
査協会設計共同体

令和４年１２月分該当無し

9010001008669

令和４年８月分該当無し

R4.10.26
株式会社日本港湾コンサルタント

27,588,000 22,000,000

令和4年度　東京湾環境情報センターシステム修正
設計等業務

12,540,000

一般競争入札
（総合評価）

9,020,000R4.4.1
横浜市中区日本大通１７番地

一般競争入札
（総合評価）

R4.6.22

横浜市中区日本大通１７番地

R4.6.29
東京都千代田区岩本町三丁目８－
１５

令和４年度　東京湾環境情報センター環境調査デー
タ解析等業務

令和4年度　潮位観測データ解析・信頼性確認検証
業務

9010001008669

7010901005494

4240001010433 83.0%R4.4.20

一般競争入札
（総合評価）

9,515,000

20,922,000

一般競争入札
（総合評価）

7,876,000

80.2%

97.6%

7,513,000

79.6%

国際航業株式会社　神奈川支店

6,270,000

94.8%

17,380,000
東京都千代田区岩本町三丁目８－
１５

国際航業株式会社　神奈川支店 一般競争入札
（総合評価）

12,848,000

6,028,000

東京都品川区西五反田８－３－６

令和4年度　生物共生型護岸における炭素吸収・固
定能力等基礎調査

令和４年度　横浜港湾空港技術調査事務所護
岸細部設計他業務

令和４年１１月分該当無し



（別紙様式２）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法人番号
随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職
の役員
数

備　　考

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年4月5日～令和5年3月27日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年5月10日～令和5年2月28日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年6月28日～令和5年3月28日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４ 東京都港区西新橋１－１４－２

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年8月10日～令和5年3月23日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年8月10日～令和5年3月23日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年8月24日～令和5年3月23日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年8月24日～令和5年3月23日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年9月21日～令和5年1月31日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年11月2日～令和5年3月23日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年11月29日～令和5年7月21日 横浜港湾空港技術調査事務所
建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和4年11月29日～令和5年6月30日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

99.5%

令和4年度　光学衛星及び海洋短波レーダーを利用
した東京湾における水質・波浪空間分布推定手法
に関する研究委託 R4.8.10 国立大学法人横浜国立大学 6020005004971 会計法第29条の３第４項

令和４年７月分該当無し

R4.11.29

99.7%

81.5%
神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤
台７９番１号

理由は別紙２－４のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

4,037,000

80.3%

2,992,799

令和４年度　横浜港本牧地区BC2岸壁(-16m)(耐震)
基本設計

99.2%
東京都千代田区神田錦町３丁目２
２番地

理由は別紙２－10のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

35,860,000

2010501016723

東京都台東区北上野２－６－４

令和５年１月分該当無し

パシフィックコンサルタンツ株式会
社

1020005002138
会計法第29条の３第４項

8013401001509
会計法第29条の３第４項

学校法人神奈川大学

理由は別紙２－８のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

理由は別紙２－11のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

74.1%

2010501016723

3,740,000

会計法第29条の３第４項

神奈川県横浜市六角橋３－２７－１

東京都台東区北上野２－６－４

学校法人東京理科大学 5011105000945 会計法第29条の３第４項 74.3%
理由は別紙２－７のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

3,001,935

4,037,000

東京都新宿区神楽坂一丁目３番地

33,000,000

14,399,000 14,300,000 99.3%

99.6%
理由は別紙２－１のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

33,891,000

99.3%26,246,000 26,070,000

4,345,000

国立大学法人北海道大学
6430005004014

4,048,000

33,770,000

3,005,495

3,499,850

16,687,000

3,300,000

5012405001732

令和4年度港湾空港防災情報プ
ラットフォームシステム改良検討業
務沿岸技術研究センター・パシ
フィックコンサルタンツ設計共同体

北海道札幌市北区北９条西７丁目

国立大学法人東京大学

2010005018571

株式会社エコー

令和4年度　東京湾における炭素収支に着目した環境再生
の機能とその評価に関する研究委託

東京都文京区本郷七丁目３番１号
R4.8.10

令和4年度　サンドコンパクションパイルの杭間地盤
の強度増加評価に関する研究委託

R4.8.24

令和4年度　鉄鋼スラグ混合地盤材料による造成地
盤の物性に及ぼす施工方法と地盤材料の物理・力
学特性の影響に関する研究委託 R4.8.24

5010005007398 80.5%

16,610,000

令和4年度　東京湾波高計設置検討業務

R4.9.21

令和4年度　港湾・空港施設の設計等に関する技術
支援業務 会計法第29条の３第４項

理由は別紙２－２のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

R4.5.10

令和4年度　港湾空港防災情報プラットフォームシス
テム改良検討業務

一般財団法人沿岸技術研究セン
ター

理由は別紙２－３のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

会計法第29条の３第４項2010005018571

東京都港区西新橋１－１４－２

令和４年度　閉鎖性海域における太陽光発電システ
ムの適用性に関する研究委託

R4.11.2

会計法第29条の３第４項

理由は別紙２－６のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

R4.6.28

理由は別紙２－５のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

理由は別紙２－９のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

36,113,000

会計法第29条の３第４項
33,077,000

令和4年度　新技術を用いた海岸保全施設の性能
評価に関する研究委託

R4.4.5

国立研究開発法人海上・港湾・航
空技術研究所 会計法第29条の３第４項

令和４年度　横浜港新本牧ふ頭地区護岸（南）接続
部水理模型実験

R4.12.27

会計法第29条の３第４項

神奈川県横須賀市長瀬３－１－１

株式会社エコー



（別紙様式３）

　  　　 　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法人番号
一般競争入札・指
名競争入札の別
(総合評価の実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官
横浜港湾空港技術調査事務所長
横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

3012401012867

83.8%

98.5%

一般競争入札

7040001016407

1020002062928

一般競争入札

4013101001861

1020002062928

2,464,000 1,694,000

9013401001771

6020001101616

6011001035920

ケイズエーアイエム株式会社
1,760,000

令和５年１月分該当無し

R4.11.7
東京都稲城市矢野口３８４－２
エンター電子工業株式会社

令和４年度　海洋短波レーダー(横浜大黒局)
通信設備等更新

R4.12.19

令和４年度　海洋短波レーダー(千葉船橋局・
千葉中央局)通信設備等更新

一般競争入札
東京都三鷹市牟礼６丁目２１番１１
号

令和４年度　横浜技調水理模型実験動ひずみ
測定器購入

一般競争入札

R4.10.24
株式会社不動テトラ

一般競争入札
東京都中央区日本橋小網町７番２
号

4010001141053

株式会社ソニック

令和４年度　横浜技調べいくりんセンター冷暖
房装置取替修理 神奈川県横浜市都筑区内久保西１

－２４－４１

R4.10.24

R4.10.17
日本無線株式会社

令和４年７月分該当無し

令和４年度　横浜技調水理模型実験設備制御
計測システム機器等購入

R4.4.1
株式会社Ｍ＆Ｓ

令和4年度　横浜技調データ処理室冷暖房装
置取替修理

R4.6.29
ケイズエーアイエム株式会社

一般競争入札

R4.5.30

令和4年度　横浜技調庁舎警備 一般競争入札
東京都渋谷区神宮前１－５－１

R4.4.1
セコム株式会社

3,680,600

神奈川県横浜市都筑区内久保西１
－２４－４１

16,291,000
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東
松原１０－２２

令和4年度　横浜技調庁舎清掃 一般競争入札
神奈川県川崎市高津区久末６７６
番地１

2,860,000

2,101,000

2,403,500

8,877,000

86.4%

65.3%

82.0%

32.2%

令和４年度　千葉県葛南中央地区埠頭用地内
における海洋短波レーダー通信設備管路等設
置

R4.9.30

令和４年８月分該当無し

令和4年度　海象観測装置定期点検・保守業
務

クラフト天台株式会社

日本無線株式会社

千葉県千葉市稲毛区天台４丁目１
番１９号

12,100,000

一般競争入札

3,963,124

9,394,000 7,700,000

13,508,000

3,905,000

68.8%

89.6%

60.1%

22.2%

2,163,865 1,299,991

東京都三鷹市牟礼６丁目２１番１１
号

3012401012867 一般競争入札

3,804,900 844,800

14,080,000



（別紙様式４）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法 人 番 号
随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職
の役員
数

備
考

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所

神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所

神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所

神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所

神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

予決令第99条第１項第16
号

理由は別紙４－１のとおり

予決令第99条第１項第16
号

理由は別紙４－２のとおり

予決令第99条第１項第16
号

理由は別紙４－３のとおり

R4.4.1
千葉県千葉市中央区市場町１－１

千葉県知事
4000020120006 1,500,753

理由は別紙４－４のとおり
1,314,5441,314,544

会計法第29条の３第４項

1,500,753 100.0%

100.0%

100.0%

1,879,8204000020120006

3000020141003

2010401053420

1,879,820

2,275,584

100.0%

2,275,584

北海道室蘭市仲町１４番地７

令和４年１１月分該当無し

令和４年１２月分該当無し

令和５年１月分該当無し

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道ＰＣＢ処理事業所

千葉県所有普通財産（土地）借上

R4.4.1

R4.4.1
神奈川県横浜市中区本町６丁目５
０番地の１０

横浜市長

千葉県千葉市中央区市場町１－１

千葉県知事
港湾施設の目的外使用料

令和４年８月分該当無し

令和4年度　横浜港湾空港技術調査事務所ＰＣ
Ｂ廃棄物処理業務

R4.6.3

令和４年９月分該当無し

令和４年７月分該当無し

横浜市所有ふ頭用地使用料

令和４年５月分該当無し

令和４年１０月分該当無し



別紙２－１   

横浜技調 

随 意 契 約 理 由 書 

 

件名 令和４年度 新技術を用いた海岸保全施設の性能評価に関する研究委託 

 

  本業務は、下記の理由により、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所と随意契約

する。 

 

記 

 

本業務は、海岸保全施設の性能評価に関し、新技術を適用した際の対策効果の確認および設計精度の向上等、

海岸保全施設の設計に関する課題の解決を目指すものである。 

 具体的には、新技術である「高剛性壁体工法」を対象に、三次元水中振動台を用いた振動実験を実施し、同工

法の対策効果の確認および地震応答解析手法に関するモデル化の妥当性検証等を行うものである。 

本業務実施に際しては、海岸保全施設の整備に関する総合的かつ最新の知見を有し、さらに理学的・工学的な

研究遂行能力及び研究実績を有している必要があり、以下に示す高い技術力を有している必要がある。 

 

【必要となる技術力】 

① 三次元水中振動台を利用した、沿岸部に整備をする構造物の地震時挙動の検証に関する研究の実績を有して

いること。 

 

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所（以下、「研究所」という。）は、港湾、

空港及び海岸の整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ円滑な港湾、空港及

び海岸の整備等に資するとともに、これらに関する技術の向上を図る事を目的として平成 13 年に設立された機

関である。研究所は本業務に関連する三次元水中振動台を利用した、沿岸部に整備をする構造物の地震時挙動の

検証に関する研究の知見・技術力を有しており、研究を実施可能な研究機関は研究所において他にはない。 

このため、上記要件を満たすと認められるものがいない場合に特定公益法人等と随意契約手続きに移行するこ

とを明示して「参加意思確認書の提出を求める公示」を行ったところ、参加意思確認書を提出する者がいなかっ

たことから、当該委託契約を遂行することができる唯一の機関として選定した国立研究開発法人海上・港湾・航

空技術研究所 港湾空港技術研究所と会計法第２９条の３第４項の規定に基づき、随意契約を行うものである。 



 

 

                             別紙２－２ 

令和４年度 

     

横 浜 港 湾 空 港 技 術 調 査 事 務 所 

   

随意契約理由書 

     

 

   

件名）令和４年度 港湾・空港施設の設計等に関する技術支援業務 

     

 

   

 本件は、下記理由により 一般財団法人沿岸技術研究センターと随意契約致

したい。 

   

記 

  

本業務は、管内の港湾・空港施設の設計等に関する様々な技術的課題に対

し、各課題に精通した有識者によるヒアリング等を実施し、対応方法の提案

等の技術的支援を行うものである。 

 

 本業務の実施にあたっては、当局が提示する設計等に関する検討案件につ

いて、検討会の開催やヒアリングを通じ、得られた有識者の意見を踏まえな

がら、課題の抽出整理や技術的検証・検討を速やかに行うための技術力を有

し、港湾・空港施設の調査・設計・施工に精通している事が必要である。 

 

 このため、簡易公募型に準じたプロポーザル方式により、技術提案を求

め、優れた技術提案を行った一般財団法人沿岸技術研究センターを特定し

た。 

 

したがって、一般財団法人沿岸技術研究センターが本業務を最も円滑かつ

適切に実施できるものと判断できる。 

 

以上の理由から会計法第２９条の３第４項に基づき、一般財団法人沿岸技

術研究センターと随意契約するものである。    

 



                          

 

                             別紙２－３  

令和４年度 

     

横 浜 港 湾 空 港 技 術 調 査 事 務 所  

   

随意契約理由書 

       

件名）令和 4 年度 港湾空港防災情報プラットフォームシステム

改良検討業務 

     

 本件は、下記理由により令和４年度港湾空港防災情報プラットフォームシ

ステム改良検討業務沿岸技術研究センター・パシフィックコンサルタンツ設

計共同体と随意契約致したい。 

   

記 

   

   本業務は、関東地方整備局港湾空港部各事務所等に設置されている既存

観測機器等を活用した情報サイト（以下、「防災情報プラットフォー

ム」）のシステム改良の検討を行うものである。 

  本業務の実施にあたっては、当局が、過年度に構築した防災情報プラッ

トフォームとサイバーポートとの連携に向けて、負荷テスト及び機能改良

等を行うものであり、具体的には、サイバーポートとの連携に向けて確実

に運用を行うために必要となる負荷テスト、施設情報の追加、スマートフ

ォンアプリの改良、岸壁利用可否判断システムの表示等の検討を実施す

る。これらの機能検討にあたっては、既存の情報サービスや有用な情報処

理技術を活用し、迅速かつ効果的な情報収集・表示が可能な方法でシステ

ム設計・構築を行う必要がある。 

よって、上記改良のうち、特に負荷テストを行い動作環境の確認を行う

ことは災害発生時の確実な運用を行うために重要な事項であることから防

災情報プラットフォームサイトの負荷テストにおける安定動作を確認する

ための留意点について、簡易公募型に準じたプロポーザル方式（総合評価

型）により技術提案を求め、優れた技術提案を行った令和４年度港湾空港

防災情報プラットフォームシステム改良検討業務沿岸技術研究センター・

パシフィックコンサルタンツ設計共同体を特定した。 

 

  したがって、令和４年度港湾空港防災情報プラットフォームシステム改

良検討業務沿岸技術研究センター・パシフィックコンサルタンツ設計共同

体が本業務を円滑かつ適切に実施できるものと判断できる。 

  以上の理由から会計法第２９条の３第４項に基づき、令和４年度港湾空

港防災情報プラットフォームシステム改良検討業務沿岸技術研究センター

・パシフィックコンサルタンツ設計共同体と随意契約するものである。    



　　横浜港湾空港技術調査事務所

本件は、下記の理由により、 国立大学法人横浜国立大学 と随意契約したい。

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 国立大学法人横浜国立大学 と随意契

約を行うものである。

令 和 ４ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　（　件名　）　 令和４年度　光学衛星及び海洋短波レーダーを利用した東京湾における水
質・波浪空間分布推定手法に関する研究委託

　本委託は、光学衛星及び海洋短波レーダーを用いて、東京湾における水質・波浪の同時
観測が可能な水環境モニタリング技術を開発し、環境予測について検討を行うものであ
る。
　これらの業務を遂行するためには、光学衛星データによる高濁度水域に適した大気補
正・水質推定モデルを検証する能力、同モデルの開発と精度検証に必要な水質・光学パラ
メーターの実測値取得が可能であること、光学衛星及び海洋短波レーダーを組み合わせ
た水環境モニタリング技術を開発する能力が求められる。
　国立大学法人横浜国立大学は、光学衛星などリモートセンシング技術を用いた大気補
正・水質推定モデルの構築を含め、海洋波浪場解析に精通している研究者を有するととも
に、本業務を遂行するために必要不可欠である水質・光学パラメーターの実測値の取得、
光学衛星及び海洋短波レーダーを組み合わせた水環境モニタリング技術の開発が実施
可能である。本委託業務を遂行することが出来る機関は他にないと考えられる。

                                                   

 

                                                          別紙２－４   



　　横浜港湾空港技術調査事務所

本件は、下記の理由により、 国立大学法人　東京大学 と随意契約したい。

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 国立大学法人　東京大学 と随意契約

を行うものである。

令 和 ４ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　（　件名　）　 令和４年度　東京湾における炭素収支に着目した環境再生の機能とその評
価に関する研究委託

　本委託は、海洋生態系がもつ炭素吸収機能（ブルーカーボン）に着目し、東京湾の環境
再生を促進するため、東京湾における現地調査や数値シミュレーションによる海水面を通
じた炭素収支の評価、リモートセンシング等を用いた藻場の時空間変動の把握、藻場等の
炭素吸収機能の評価を行うものである。
　これらの業務を遂行するためには、長期的な炭素の吸収・貯留を把握するため、流動・
波浪・水質・生態系・底質を統合した数値モデルを使いこなすこと、当該数値モデルの検証
に必要な全炭酸濃度・全アルカリ度の分析を含む炭素収支に関わる海水の調査分析技
術、リモートセンシング等から藻場の時空間変動を把握できることが求められる。
　国立大学法人東京大学は、内湾や閉鎖性水域の水底質、貧酸素水塊、生物生息場の
水環境について深く研究し、熟知している研究者を有するとともに、本業務を遂行するため
に必要不可欠である流動・波浪・水質・生態系・底質を統合した数値モデルを使いこなし、
全炭酸濃度・全アルカリ度の分析を含む炭素収支に関わる海水の調査分析技術、及びリ
モートセンシング等から藻場の時空間変動を把握できる技術を有している。本委託業務を
遂行することが出来る機関は他にないと考えられる。

                                                   

 

                                                          別紙２－５   



　　横浜港湾空港技術調査事務所

本件は、下記の理由により、 国立大学法人　北海道大学 と随意契約したい。

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 国立大学法人　北海道大学 と随意契

約を行うものである。

令 和 ４ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　（　件名　）　 令和４年度　サンドコンパクションパイルの杭間地盤の強度増加評価に関す
る研究委託

　本委託は、横浜港の港湾建設に資するために横浜港新本牧地区の地盤を想定し、サン
ドコンパクションパイルの杭間地盤における強度増加の評価を行うものである。
　これらの業務を遂行するためには、適切な温度管理のもと、静穏な環境においてベン

ダーエレメントを組み込んだ、10
-5

mm オーダーで変位による圧力制御ができる高性能三
軸圧縮試験機を使いこなすことができ、粘性土の最終的なせん断過程に至る前の力学特

性に関連するせん断剛性率を評価できること、及び土のひずみ速度を超低速（約3×10
-

8
s

-1
）から高速（約3×10

-5
s

-1
）まで自由に制御できる定ひずみ速度載荷圧密試験機を使い

こなすことができ、剛性が高い砂杭と剛性が低く圧縮性が高い粘性土との側方圧力に関
する相互作用を評価できること、並びに高塑性粘土におけるSCP 改良施工の状況を三軸
圧縮試験にて再現できることが求められる。
　国立大学法人北海道大学は、適切な温度管理のもと、静穏な環境においてベンダーエレ

メントを組み込んだ、10
-5

mm オーダーで変位による圧力制御ができる高性能三軸圧縮試

験機、及び土のひずみ速度を超低速（約3×10
-8

s
-1

）から高速（約3×10
-5

s
-1

）まで自由に
制御できる定ひずみ速度載荷圧密試験機を使いこなすことができ、高塑性粘土における
SCP 改良施工の状況を三軸圧縮試験にて再現できる研究者を有するとともに、本業務を
遂行するために必要不可欠である粘性土の最終的なせん断過程に至る前の力学特性に
関連するせん断剛性率、及び剛性が高い砂杭と剛性が低く圧縮性が高い粘性土との側方
圧力に関する相互作用を評価することが可能である。本委託業務を遂行することが出来る
機関は他にないと考えられる。

                                                   

 

                                                          別紙２－６   



　　横浜港湾空港技術調査事務所

本件は、下記の理由により、 学校法人　東京理科大学 と随意契約したい。

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 学校法人　東京理科大学 と随意契約

を行うものである。

令 和 ４ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　（　件名　）　 令和４年度　鉄鋼スラグ混合地盤材料による造成地盤の物性に及ぼす施工
方法と地盤材料の物理・力学特性の影響に関する研究委託

　本委託は、建設発生土や浚渫土に鉄鋼スラグを混合して利用することにより、建設発生
土や浚渫土の力学特性を改善し、東京湾沿岸域施設整備に活用するための基礎資料を
得るものであり、鉄鋼スラグ混合地盤材料の水中投入時及び地盤造成後における材料分
離性や法面形成性に対する施工方法や地盤材料の物理・力学特性の影響について検討
するものである。
　これらの業務を遂行するためには、鉄鋼スラグ等の産業副産物の地盤工学的利用に関

する技術に精通し技術的判断が可能であること、及び10
-6

レベルの微小ひずみ状態での
応力ひずみ関係を測定することができる高性能三軸圧縮試験機を使いこなす能力が求め
られる。
　学校法人東京理科大学は、鉄鋼スラグ等の産業副産物の地盤工学的利用について深く
研究し、熟知している研究者を有するとともに、本業務を遂行するために必要不可欠であ

る産業副産物の地盤工学的利用に関する技術的判断、及び10
-6

レベルの微小ひずみ状
態での応力ひずみ関係を測定することができる高性能三軸圧縮試験機を使いこなすこと
が可能である。本委託業務を遂行することが出来る機関は他にないと考えられる。

                                                   

 

                                                          別紙２－７   



令和４年度 

     

横 浜 港 湾 空 港 技 術 調 査 事 務 所 

   

随意契約理由書 

       

件名）令和 4 年度 東京湾波高計設置検討業務 

     

   

 本件は、下記理由により株式会社エコーと随意契約致したい。 

   

記 

   

   本業務は、防災・減災及び今後の設計沖波の見直しの観点から、関東地

方整備局管内の東京湾において、波高計の設置を検討するものである。 

  本業務の実施にあたっては、波高計の設置位置及び波浪観測の必要性の

整理等を行うものであることから、東京湾の地形及び波浪条件に関する知

見を有するとともに、波高計に関する知見を有していることが不可欠であ

る。さらに、波高計を設置する際は、東京湾の地形や波高計設置に必要な

情報等を基に課題の整理を行い、多面的な観点から最適な設置位置及び観

測方法を見極める必要がある。 

よって、港湾の計画・調査に専門的な知見を有する者から、波高計の設

置検討における着眼点について、簡易公募型に準じたプロポーザル方式

（総合評価型）により技術提案を求め、優れた技術提案を行った株式会社

エコーを特定した。 

 

  したがって、株式会社エコーが本業務を円滑かつ適切に実施できるもの

と判断できる。 

  以上の理由から会計法第２９条の３第４項に基づき、株式会社エコーと

随意契約するものである。    

                                                   

 

                                                          別紙２－８   



　　横浜港湾空港技術調査事務所

本件は、下記の理由により、 学校法人　神奈川大学 と随意契約したい。

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 学校法人　神奈川大学 と随意契約を

行うものである。

令 和 ４ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　（　件名　）　 令和４年度　閉鎖性海域における太陽光発電システムの適用性に関する研
究委託

　本委託は、閉鎖性海域の港湾や海上空港等における新たなカーボンニュートラル技術
の開発に向け、太陽光発電システムを閉鎖性海域に適用する場合の実現可能性の検討
及び効果にかかる評価を行うものである。
　これらの業務を遂行するためには、陸上やダム湖等とは異なる条件下で、海上、海中を
問わず、太陽光発電システムを適用するための自然条件や工学的条件等の設定、技術的
な課題の抽出が可能であり、太陽光発電システムの機材や加工技術にも精通しているこ
とが求められる。またこれらの適用性を検討し発電に関する効果を評価するためには、実
証試験の試行とその結果を的確に評価する技術力が必要となる。
　学校法人神奈川大学は、太陽光発電システムの海域適用を想定した水中における基礎
的条件の収集実績がある唯一の機関であり、陸上やダム湖等とは異なる閉鎖性海域での
海上および海中における太陽光発電システムを適用するための自然条件や工学的条件
等の設定や技術的な課題の抽出が可能である。また、海域で使用可能な太陽光発電シス
テムの試験機を開発するなど機材や加工技術にも精通し、実証試験に活用できる試作機
を保有するとともに室内実験の実績も有するなど、本委託業務を遂行することが出来る機
関は他にないと考えられる。

                                                   

 

                                                          別紙２－９   



令和４年度 

     

横 浜 港 湾 空 港 技 術 調 査 事 務 所 

   

随意契約理由書 

     

 

   

件名）令和 4 年度 横浜港本牧地区 BC2 岸壁(-16m)(耐震)基本設計 

     

 

   

 本件は、下記理由により 「パシフィックコンサルタンツ株式会社」と随意

契約致したい。 

   

記 

  

 本業務は、横浜港本牧ふ頭地区岸壁 BC2 岸壁(-16m)(耐震)の基本設計を行う

ものである。 

 

 本業務の遂行にあたっては、施設の規模や岸壁の利用形態など様々な港湾

に関する知見を有するとともに、国際戦略港湾における耐震強化岸壁の設計

や施工に関する総合的かつ最新の知見を有していることが必要である。 

 

 このため、簡易公募型に準じたプロポーザル方式により、技術提案を求

め、優れた技術提案を行った「パシフィックコンサルタンツ株式会社」を特

定した。 

 

したがって、「パシフィックコンサルタンツ株式会社」が本業務を最も円

滑かつ適切に実施できるものと判断できる。 

 

以上の理由から会計法第２９条の３第４項に基づき、「パシフィックコン

サルタンツ株式会社」と随意契約するものである。 

 

                                                   

 

                                                          別紙２－10   

 



令和 4 年度 

 

横浜港湾空港技術調査事務所 

 

随意契約理由書 

 

件名） 横浜港新本牧ふ頭地区護岸（南）接続部水理模型実験 

 

本件は、下記理由により （株）エコー と随意契約致したい。 

 

                      記 

 

 本業務は、横浜港新本牧ふ頭地区護岸（南）、岸壁及び暫定防波堤の接続する隅角部付近

における波高増大の現象を把握するため、波高分布、波の収れん状況及び上部工設置を考慮

した場合に作用する波圧の影響について、三次元水理模型実験を行い、解析検討するもので

ある。 

 

 業務の実施に当たっては、護岸に斜めに入射する波浪の波高分布の水理特性を的確に把

握し、三次元水理模型実験（平面）にて各波浪条件による構造物が接続する隅角部付近の波

高分布特性から波の波高増大状況及び構造物へ与える波圧状況を把握・評価し、設計へ適切

に反映することが必要である。実験においては、波高増大による波の収れんと波圧が構造物

へ及ぼす影響などの解析検討が重要であり、港湾における水理模型実験及び設計に関する

総合的かつ最新の専門的な知見・技術力が必要である。 

 このため、「隅角部付近の波高増大の確認に必要な波高計測及び波圧計測する際の留意

点、及び波の収れん状況の確認方法」について、簡易公募型プロポーザル方式により技術提

案を求め、優れた技術提案を行った（株）エコーを特定した。 

 

 したがって、（株）エコーは本業務を円滑かつ適切に実施できるものと判断される。 

 

 以上の理由から、会計法第２９条の３第４項に基づき、（株）エコーと随意契約するもの

である。    

 

 

 

 

                                                   

 

                                                          別紙２－11   



令和４年度 

横浜港湾空港技術調査事務所 

随 意 契 約 理 由 書 

件名：千葉県所有普通財産（土地）借上 

本件は、下記の理由により、千葉県知事と随意契約したい。 

記 

本件は、関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所事業のための千葉市中央区川崎町の

土地の借上を行うものである。 

  千葉市中央区川崎町の土地は関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所事業で実施する

海洋短波レーダー局を設置するための土地として当事務所の事業実施に必要不可欠な土地で

ある。 

よって、都道府県から直接に物件を借り入れるため、会計法第 29条の 3第５項（予決令

第９９条第１項第１６号）の規定に基づき、当該物件の港湾施設の管理委託者である千葉県

知事と随意契約するものである。 

以上 

別紙４－１



令和４年度 

横浜港湾空港技術調査事務所 

随 意 契 約 理 由 書 

件名：港湾施設の目的外使用料 

本件は、下記の理由により、千葉県知事と随意契約したい。 

記 

本件は、関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所事業のための船橋市潮見町地先の土

地の借上を行うものである。 

  船橋市潮見町地先の土地は関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所事業で実施する海

洋短波レーダー局を設置するための土地として当事務所の事業実施に必要不可欠な土地であ

る。 

よって、都道府県から直接に物件を借り入れるため、会計法第 29条の 3第５項（予決令

第９９条第１項第１６号）の規定に基づき、当該物件の港湾施設の管理委託者である千葉県

知事と随意契約するものである。 

以上 

別紙4－２



令和４年度 

横浜港湾空港技術調査事務所 

随 意 契 約 理 由 書 

件名：横浜市所有ふ頭用地使用料 

本件は、下記の理由により、横浜市長と随意契約したい。 

記 

本件は、関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所事業のための大黒ふ頭のふ頭用地の

借上を行うものである。 

  大黒ふ頭ふ頭用地は関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所事業で実施する海洋短波

レーダー局を設置するための土地として当事務所の事業実施に必要不可欠な土地である。

よって、市町村から直接に物件を借り入れるため、会計法第 29条の 3第５項（予決令第

９９条第１項第１６号）の規定に基づき、当該物件の港湾施設の管理委託者である横浜市長

と随意契約するものである。 

以上 

別紙４－３



令和４年度 

 

 

横浜港湾空港技術調査事務所 

 

 

 

随 意 契 約 理 由 書 

 

 

 

   （件名）令和４年度 横浜港湾空港技術調査事務所ＰＣＢ廃棄物処理業務 

 

 本業務は、下記の理由により中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道ＰＣＢ処理事業所と随意

契約致したい。 

 

 

記 

 

 

 本業務は、横浜港湾空港技術調査事務所 実験工場に保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物

（安定器等）の処理を行うものである。 

 本業務は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成１３年法

律第６５号）」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃掃法」

という。）」に基づき、処理が義務づけられているポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」と

いう。）の処理を委託するものである。 

 廃掃法第１４条の４第６項の特別管理廃棄物処理業の許可を受けたものが特別管理廃棄物の処

分を事業として行えるとしており、本業務委託で処理するＰＣＢ廃棄物は、高濃度ＰＣＢ廃棄物であ

り、これを処理できる事業者は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「ＪＥＳＣＯ」という。）の一

社のみである。 

 環境省の定める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」では、ＪＥＳＣＯにおける処理対象及

び事業対象地域が示されており、神奈川県で保管している高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器等）を処理

できる施設は、ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理事業所のみである。 

 よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道ＰＣＢ処

理事業所と随意契約するものである。 

別紙４－4 


